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議員提出議案第１１号 

 

大阪戦略調整会議の設置に関する条例案 

 

 本案を別紙のとおり提出する。 

 

                                                 平成２７年５月２９日 

 

大阪市会議長 東   貴 之 様 

 

 

          提 出 者 

           柳 本   顕   黒 田 當 士   加 藤 仁 子 

北 野 妙 子   太 田 晶 也   荒 木   肇 

山 本 長 助   川 嶋 広 稔   新 田   孝 

髙 野 伸 生   足 髙 將 司   多賀谷 俊 史 

荒 木 幹 男   床 田 正 勝   西 川 ひろじ 

永 井 啓 介   福 田 武 洋   前 田 和 彦 
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（別 紙） 

大阪戦略調整会議の設置に関する条例 

 

（設 置） 

第１条 本市は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項に規定する指定

都市である本市及び堺市並びに両市を包括する都道府県である大阪府が政策的に協調

し、政策の一体性を確保するため、大阪府及び堺市と協議の上、大阪戦略調整会議（以

下「大阪会議」という。）を設置する。 

（意 義） 

第２条 大阪会議は、本市と大阪府及び堺市が統一した戦略を構築し、また、国に対し

て共同して提案、要望を行っていくための協議を行い、その協議結果に基づく施策に

それぞれが努めることによって、多様な行政課題に効率的に対処していくことを目的

とするとともに、地方自治法の一部を改正する法律（平成26年法律第42号）の施行に

伴う指定都市都道府県調整会議の円滑な設置及び将来の関西州実現への一助となるこ

とを目指すものとする。 

（運 営） 

第３条 大阪会議は、地方自治法第２条に定める「基礎自治体優先の原則」と「補完性

の原理」の下、国から大阪府、大阪府から本市、堺市その他の市町村への徹底した権

限と財源の移譲を目指すことを旨として運営されなければならない。 

（協議事項） 

第４条 大阪会議は、次に掲げる事項及び二重行政（大阪府と本市又は堺市が類似の行

政サービスを提供し、かつ、当該サービスが供給過多になっているもの又は共同して

取り組めばさらに当該サービスの水準の向上が期待できるものをいう。）の解消が行

政課題となる事項について、本市、大阪府及び堺市がそれぞれ果たすべき役割、連携

の方法などについて協議する。 

 ⑴ 成長戦略 

 ⑵ 産業振興 

 ⑶ 交通政策 

 ⑷ 環境政策 

 ⑸ 都市魅力 
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 ⑹ まちづくり（拠点開発） 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、大阪会議が協議すべきと認めた事項 

（組 織） 

第５条 大阪会議は、次に掲げる委員により組織する。 

 ⑴ 市長 

 ⑵ 大阪府知事 

 ⑶ 堺市長 

 ⑷ 市会が推薦した市会議員 ９人 

 ⑸ 大阪府議会が推薦した大阪府議会議員 ９人 

 ⑹ 堺市議会が推薦した堺市議会議員 ９人 

（任 期） 

第６条 前条第４号から第６号までに掲げる委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第７条 大阪会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、大阪会議の会議（以下「会議」という。）の議長となり、議事を整理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会 議） 

第８条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議は定例会として年４回実施する。ただし、委員の２分の１以上から会議の招集

の請求があったときは、会長は速やかに臨時に会議を招集しなければならない。 

３ 会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決することを基本に会議において定める。 

５ 議題に係る調査、審議を行う期間については、会議において定める。 

６ 大阪会議は、市長、大阪府知事及び堺市長以外の執行機関の権限に属する事項につ

いて協議を行う場合には、当該執行機関が当該執行機関の委員長、委員若しくは当該

執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員のうち

から選任した者の出席を求め、その意見を聴くものとする。 
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７ 大阪会議は、必要があると認めるときは、次に掲げる者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。 

⑴ 市長、大阪府知事及び堺市長以外の執行機関が当該執行機関の委員長、委員若し

くは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の

職員のうちから選任した者 

⑵ 市長、大阪府知事及び堺市長がその補助機関である職員のうちから選任した者 

⑶ 学識経験を有する者 

（専門部会） 

第９条 大阪会議は、第４条に規定する協議事項について専門的に調査、審議するため、

専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、大阪会議の委員のほか、次に掲げる者のうちから、大阪会議の承認を得て、

会長が選任した者を加え組織する。 

 ⑴ 協議事項に関係する大阪府内の市町村長 

 ⑵ 協議事項に関係する大阪府内の市町村議会議員代表各１人 

 ⑶ 学識経験を有する者 

３ 部会に部会長及び副部会長各１人を置く。 

４ 部会長は大阪会議の会長を、副部会長は大阪会議の副会長をもって、それぞれ充て

る。 

５ 第７条第３項及び第４項並びに前条（第２項を除く。）の規定は、部会について準用

する。この場合において、第７条第３項及び第４項並びに前条（第２項を除く。）の規

定中「会長」とあるのは、「部会長」と、「大阪会議」とあるのは「部会」と、「副会長」

とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。 

（協議結果の取扱い） 

第10条 市長は、市会の定例会の都度、大阪会議の協議状況について報告するとともに、

大阪会議で合意又は決定された事項については市会に必要な議案を提出し、その議決

を求めなければならない。 

２ 市長及び市会は、大阪会議で協議され、合意又は決定された事項について、当該事

項が本市、大阪府及び堺市の長と議会代表者による協議調整の結果であることを踏ま

え、その内容を尊重し、その実現に努めなければならない。 

３ 前項の事項に関する市会、大阪府議会又は堺市議会の審議により、実現に向けてさ
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らに課題が明確になった場合においては、大阪会議は、当該課題を受け止め、解決策

を誠実に協議しなければならない。 

４ 前項の協議が整ったときは、市長は、改めて市会に当該事項の実現に向けた議案を

提出するものとする。 

（費用の支弁の方法） 

第11条 本市は、大阪府及び堺市と協議の上、大阪会議に要する経費について、大阪府

及び堺市と共同で負担するものとする。 

（事務局の共同設置） 

第12条 本市は、大阪府及び堺市と協議の上、大阪会議の事務局を共同で設置するもの

とする。 

（委 任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、大阪会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮

って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

説  明  

 府域に係る広域行政課題について、本市と大阪府及び堺市が政策的に協調し一体的な

取り組みを進めるとともに、より効果的・効率的な行政運営を実施するため、大阪府及

び堺市との協議の下で大阪戦略調整会議を設置することが不可欠であることから、この

条例案を提出する。 

 なお、この会議は、地方自治法の改正により設置される指定都市都道府県調整会議に

相当するものと位置付けている。 


